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子どもの発達

などにより、 は

す。さらに令和６年４月、子育て世帯包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能を維持しつつ

組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに一体的な相談支援を行う「こども家庭センター」

を設置しました。
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　0歳から18歳年度末の児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子）を養育している

人に対し支給します。

　令和6年10月に所得制限が廃止され、すべてのご家族が支給対象となっています。支給月額は、0歳か

ら2歳までは15,000円、3歳から18歳年度末までは10,000円です。なお、第3子以降の児童については、

年齢にかかわらず一律30,000円です。偶数月に前月分まで（2ヵ月分）が支給されます。

沖 　 　 縄 　 　 市
き た み 児 童 館 Ｒ 7 . 4 556. 97

8 00 18 45
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